
２０２１年 ３月１日

阪急バス株式会社 

一般貸切旅客自動車運送事業運送約款の変更について 

一般貸切旅客自動車運送事業運送約款を下記のとおり変更いたします。 

記 

１．変更する規程類 

一般貸切旅客自動車運送事業運送約款 

２．変更内容 

：変更箇所 

変更後 変更前 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあり

ます。 

（１）～（６） 省略 

（７）旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込

みを禁止された刃物その他の物品を携帯していると

き 

（８）旅客が第４条の２第３項又は第４項の規定により持込

みを拒絶された物品を携帯しているとき 

（９）旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であっ

て、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき

（10）旅客が監護者に伴われていない小児であるとき

（11）旅客が付添人を伴わない重病者であるとき

（12）旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律による一類感染症、二類感染症、新型イン

フルエンザ等感染症若しくは指定感染症（入院を必要

とするものに限る。）の患者（これらの患者とみなさ

れる者を含む。）又は新感染症の所見のある者である

とき

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあり

ます。 

（１）～（６） 省略 

（７）旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込

みを禁止された刃物その他の物品を携帯していると

き 

（８）旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であっ

て、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき

（９）旅客が監護者に伴われていない小児であるとき

（10）旅客が付添人を伴わない重病者であるとき

（11）旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律による一類感染症、二類感染症、新型イン

フルエンザ等感染症若しくは指定感染症（入院を必要

とするものに限る。）の患者（これらの患者とみなさ

れる者を含む。）又は新感染症の所見のある者である

とき

（手回品の持込み制限） 

第４条の２ 旅客は、第４条第７号の物品を車内に持ち込む

ことができません。 

２ 当社は、旅客の手回品（旅客の携行する物品をいう。以

下同じ。）の中に前項の物品が収納されているおそれがあ

ると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求め

ることがあります。 

３ 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対し

て、その手回品の持込みを拒絶することがあります。 

４ 当社は、旅客が第２項の規定による求めに応じた場合に

おいてその手回品の内容が第１項の物品と類似し、かつ、

これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな

い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒

絶することがあります。 

３．変更の効力発生日 

２０２１年 ３月 １日 

以 上 


